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ご出資を頂いた際はポイント制度によるポイントが付与されます。ポイントは新たにご出資のお申し込みをされる募集馬の競走馬出資金（税
抜）に1ポイント＝1円の換算で充当が可能となります。
● �ポイントは実際お支払い頂いた競走馬出資金（税抜）に所定の割合を乗じて発生します。1ポイント未満は切り捨て。ポイント充当分は差し引いて
計算します。発生率0％の場合は発生しません。

●�ポイントはお申し込みをされた募集馬の出資金等を全額お支払い頂いた日の翌月20日に付与されます（お支払い日が2011年11月の場合に限り
2012年1月1日）。

●�ポイントを充当してご出資のお申し込みをされる際は必ず事前にその旨をお伝え下さい。
●ポイントは会費、維持費出資金、保険料出資金、輸入経費出資金、消費税には充当できません。また、金銭には換えられません。
●ポイントは会員資格を有する限り有効となります。有効ポイント数は毎月20日に発行の請求書に記載します。
●ポイント発生率は変更される場合があります。ただし、変更前に発生したポイントに全く影響はありません。
●�2011年募集のポイント発生率は下表の通りに設定されます。お支払い日がポイント期間を過ぎた場合でも出資受付日に応じた発生率が適用さ
れます。ただし、お支払い日によって付与される月が異なる場合があります。

	

※本募集より従来の補償制度は廃止されました。ただし、以前の募集馬には募集時の競走用馬ファンドの契約にあたって《契約成立前（時）の交付書
面》に基づいて補償制度が適用されます（補償額は有効期限までは失われません）。

ポイント制度

賞金等は出資返戻金と利益分配額に区分した上で 1.月次分配 2.年次分配 3.引退精算分配 の方法で出資会員へ分配されます。

クラブ法人源泉税精算金の分配
● �クラブ法人源泉税は愛馬会法人が還付を受けた後にクラブ法人
源泉税精算金として年次分配の方法で出資会員へ分配されます。
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出資返戻金…�出資返戻金は源泉徴収の対象となりません。
利益分配額…�利益分配額はクラブ法人から愛馬会法人へ分配さ

れる際に20％の源泉徴収が行なわれます。また、愛馬
会法人から出資会員へ分配される際に20％の源泉
徴収が行なわれます。

※出資返戻金と利益分配額に区分するための計算方法、その他
の説明は別添「競走用馬ファンドの契約にあたって《契約成立前
（時）の交付書面》をご参照下さい。

1.月次分配
賞金等獲得月の翌月25日（金融機関休業日の場合は前営業日）に
行なわれます。対象は下記の通りです。
● �特別出走手当を含まない獲得賞金分配対象額（進上金、ＪＲＡ源
泉税、消費税、営業経費、クラブ法人源泉税を除いた獲得賞金等）

2.年次分配
当年7月1日〜翌年6月30日をクラブ法人・愛馬会法人の計算期間と
して毎年10月25日（金融機関休業日の場合は前営業日）に行なわれ
ます。対象は下記の通りです。
● �クラブ法人源泉税精算金
●�特別出走手当精算金
●�特別出走手当を含まない一走あたりの一口配当額が100円未満の
獲得賞金分配対象額
※年次分配は平成20年1月1日以降の出走分が対象となります。

3.引退精算分配
引退・運用終了月の翌々月25日（金融機関休業日の場合は前営業
日）に行なわれます。対象は下記の通りです。
●事故見舞金
●競走取り止め交付金
●抹消給付金、付加金
●売却代金
●維持費精算金
●保険金
●保険料解約返戻金
●未精算の 2.年次分配 対象分

ご出資の際お支払い頂いた
競走馬出資金（税抜）の 10％ 2011年11月11日〜2011年11月25日 2011年12月5日〜2011年12月31日2％ 2012年1月1日〜0％




